
自立相談支援と他の支援が

連携して支援します

　自立相談支援事業で本人及び世帯の課題状況を把握し、本人の状況に応じた支援が行われ
るようにさまざまな支援につなげていきます。

●電話や来所、訪問により、生活に困っている方を早期に把握、支援できるようにします。

●生活困窮者の総括的な相談窓口として、支援とサービスの拠点となります。

●生活困窮によるさまざまな問題を抱えた方に、必要な支援が提供されるように対応します。

●支援ネットワーク強化のために、さまざまな社会資源に働きかけて新たな地域づくりを進めます。

自立相談支援事業

　住居喪失の恐れがある場合 　住居確保給付金の支給

　すぐに仕事に就くことが
　難しい場合

　就労準備支援事業

　すぐに仕事に就くことが
　可能な場合

　ハローワークとの
　一体的な支援

　緊急的に衣食住の確保が
　必要な場合

　一時生活支援事業
　（神栖市役所）

　家計の課題から生活再建の
　検討が必要な場合

　家計相談支援事業
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本人や世帯の
状況に応じた
支援をつなげ
ます
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●

神栖郵便局
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